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官房各課、各局庁の長   

各地方農政局長 

北海道農政事務所長  

内閣府沖縄総合事務局農林水産部長  

 

 

大臣官房危機管理・政策立案総括審議官   

 

 

   梅雨期及び台風期における防災態勢の強化について 

 

 このことについて、別添（写し）のとおり中央防災会議会長（内閣総理大臣）か

ら農林水産大臣宛てに通知があったので、貴管下機関等に対して周知徹底をお願い

する。 

 なお、各地方農政局長、北海道農政事務所長及び内閣府沖縄総合事務局農林水産

部長に対しては当職より、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国

立研究開発法人森林研究・整備機構及び国立研究開発法人水産研究・教育機構に対

しては内閣府より通知していることを申し添える。 

 

 

【施行注意】 

１．下線部については、秘書課長、参事官（経理）、統計部長、食料産業局長、

政策統括官及び内閣府沖縄総合事務局農林水産部長宛ては省略する。 

 ２．なお書き部については、各地方農政局長、北海道農政事務所長及び内閣府沖

縄総合事務局農林水産部長宛ては省略する。 
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